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〈メリット〉

・一斉取締りが可能

〈デメリット〉

測定区間測定区間

レーダ式レーダ式 光電式光電式

・取締り場所の確保が難しい

・交通実態に応じた取締りが可能

・受傷事故の危険が高い
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〈メリット〉
・取締りに必要な場所に制約がない
・少ない人員で取締りが可能

〈デメリット〉
・取締りに熟練を要する
・特に白バイは、受傷事故につながりやすい
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〈メリット〉

・取締り負担の軽減
・受傷事故の危険がない

〈デメリット〉
・取締り場所の固定化
・事後捜査の負担増
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定置式定置式
79,51179,511件件(84.1%)(84.1%)

追尾式追尾式
12,88512,885件件(13.6%)(13.6%)

速度違反自動監視装置速度違反自動監視装置 2,1702,170件件(2.3%)(2.3%)

・ 定置式が約85％と大部分を占めている。
・ 速度違反自動監視装置による取締りは約2.3％。

【特徴】
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【警察署等における運用】 ※警察署等とは、「警察署及び交通機動隊」をいう。

・速度取締りを行うたびに必要性を検討し、警察署長等
に報告して取締りを実施 → 警察署長等による指揮
・四半期に一度程度、警察署長等幹部を交えた検討会
の開催 → 速度取締り場所の見直し

【本部による指導】
・警察署等における速度取締り推進状況の把握等

→ 各所属からの毎月の報告受理
・業務指導及び業務監察における見直し等についての
指導 → 速度取締り場所の固定化等の回避
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交通事故発生時間帯 交通事故発生場所

交通事故発生時間帯 交通事故発生路線
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現認係
兼記録係

◎◎

停止係

取調べ
【選定条件】

・取調べ時の一般車両とのすれ違いスペース

・取調べ後の違反車両のう回路の確保

・その他周辺環境等（民家の有無など）

＜直線的で平坦な路線＞
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現認係

◎◎

停止係

取調べ

【選定条件】

・違反車両の逃走防止に留意して選定

記録係

◎

おおむね１００メートル以上の距離

逃 走

＜直線的で平坦な路線＞
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東部

北部 南部

西部

各警察署の取締り管理簿を共有

警察本部で各警察署の
取締り管理簿を集約

警察本部
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各警察署の交通事故実態に合致した取締りを推進



◇勤務時間の弾力的な運用により、交通事故抑止のための取
締り活動を推進

勤務区分 勤務時間 備考

Ａ ６：００～１４：４５ 早朝

日勤(通常勤務) ８：３０～１７：１５ 昼間

Ｃ ９：３０～１８：１５ 薄暮

Ｆ １０：００～１８：４５ 薄暮

Ｈ １３：００～２１：４５ 夜間（早）

Ｊ １５：００～２３：４５ 夜間（遅）

Ｙ(宿直勤務) ８：３０～翌２：３０ 昼間～深夜

Ｓ ３：００～１１：４５ 早朝

勤務区分 勤務時間 備考

Ａ ６：００～１４：４５ 早朝

日勤(通常勤務) ８：３０～１７：１５ 昼間

Ｃ ９：３０～１８：１５ 薄暮

Ｆ １０：００～１８：４５ 薄暮

Ｈ １３：００～２１：４５ 夜間（早）

Ｊ １５：００～２３：４５ 夜間（遅）

Ｙ(宿直勤務) ８：３０～翌２：３０ 昼間～深夜

Ｓ ３：００～１１：４５ 早朝

勤務区分 勤務時間 備考

Ａ ６：００～１４：４５ 早朝

日勤(通常勤務) ８：３０～１７：１５ 昼間

Ｃ ９：３０～１８：１５ 薄暮

Ｆ １０：００～１８：４５ 薄暮

Ｈ １３：００～２１：４５ 夜間（早）

Ｊ １５：００～２３：４５ 夜間（遅）

Ｙ(宿直勤務) ８：３０～翌２：３０ 昼間～深夜

Ｓ ３：００～１１：４５ 早朝

勤務区分 勤務時間 備考

Ａ ６：００～１４：４５ 早朝

日勤(通常勤務) ８：３０～１７：１５ 昼間

Ｃ ９：３０～１８：１５ 薄暮

Ｆ １０：００～１８：４５ 薄暮

Ｈ １３：００～２１：４５ 夜間（早）

Ｊ １５：００～２３：４５ 夜間（遅）

Ｙ(宿直勤務) ８：３０～翌２：３０ 昼間～深夜

Ｓ ３：００～１１：４５ 早朝

勤務区分 勤務時間 備考

Ａ ６：００～１４：４５ 早朝

日勤(通常勤務) ８：３０～１７：１５ 昼間

Ｃ ９：３０～１８：１５ 薄暮

Ｆ １０：００～１８：４５ 薄暮

Ｈ １３：００～２１：４５ 夜間（早）

Ｊ １５：００～２３：４５ 夜間（遅）

Ｙ(宿直勤務) ８：３０～翌２：３０ 昼間～深夜

Ｓ ３：００～１１：４５ 早朝
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埼玉県警察マスコット
「ポッポくん」
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